
申請から認証までの手順の概要

OCOは以下に示す手順に従って、認証業務を遂行する。

書類審査が終了したものについて遅延なく実地審査を実施し、実地審査終了後、速やかに
実地審査報告書を作成する。なお、実地審査は外部へ委託して実施することができる。

登録認証機関が開催する認定の技術的基準に照らして判定した結果、適合の場合は認証書を
交付し、不適合の場合はその旨を申請者に通知する。

登録認証機関は、申請者から判定の結果について
クレームがあった場合は、苦情、意義申立及び紛争
処理規程に基づき、処理を行う。

登録認証機関は、認証を行った認証事業者に対し、少なくとも 1年に 1回審査を行う。
また、認証事項の変更及び第三者による通報で臨時確認審査も行うことがある。

申請者

６．年次及び臨時確認審査

５．公表

４．判定

３．実地審査

２．申請者の書類審査

１．申請書受理

書類不備（不適合）通知書

申請者

判定結果に対する異議申し立て

是正処置及び説明

登録認証機関は、申請書を受理したときは、記載内容及び添付書類について技術的基準に
基づき速やかに書類審査を行う。


